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令和８年３月１６日 

京都市行財政局管財契約部契約課  

 

   令和８年度向け入札・契約制度の改正について 

 

１ 入札制度の改正 

(1) 工事に係る年間発注見通しの公表範囲の合理化 

 建設物価の上昇等を踏まえた公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律施行令の改

正を受け、令和８年度から、公表する工事の概算額の下限を引き上げます。 

（工事）                             （金額は税込） 

現行 令和８年度から 

  ＷＴＯ対象   ＷＴＯ対象 

   １０億円以上   ＷＴＯ対象未満    １０億円以上   ＷＴＯ対象未満 

    ４億円以上    １０億円未満     ４億円以上    １０億円未満 

    １億円以上     ４億円未満     １億円以上     ４億円未満 

５，０００万円以上     １億円未満 ５，０００万円以上     １億円未満 

２，５００万円以上 ５，０００万円未満 ２，５００万円以上 ５，０００万円未満 

  ２５０万円超  ２，５００万円未満   ４００万円超  ２，５００万円未満 

 

※ 測量・設計等及び物品は、現行どおりです。 

（測量・設計等） 

  ＷＴＯ対象 

１，０００万円以上   ＷＴＯ対象未満 

  ２５０万円超  １，０００万円未満 

（物品） 

  ＷＴＯ対象 

 

(2) 工事の格付等級に係る予定価格の範囲の見直し 

 より適切な競争環境の確保を図るため、令和８年度から、建築工事格付の一部の等級を

統合します。 

（金額は全て税込） 

 現行 令和８年度分から 

建築 

工事 

― ７億円以上は原則ＪＶ ― ７億円以上は原則ＪＶ 

Ａ等級 ３億５千万円以上 Ａ等級 ３億５千万円以上 

Ｂ等級 １億円以上３億５千万円未満 Ｂ等級 １億円以上３億５千万円未満 

Ｃ等級 ５千万円以上  １億円未満 Ｃ等級 ５千万円以上  １億円未満 

Ｄ等級 ２千万円以上 ５千万円未満 Ｄ等級 ２千万円以上 ５千万円未満 

Ｅ等級 １千万円以上 ２千万円未満 Ｅ等級        ２千万円未満 

Ｆ等級        １千万円未満 

 


